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６ 議 事 録 

 

◯足立勝利委員長 

  ただいまから、議員提案条例検証特別委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お知らせのとおり、「岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例」及び「岐阜県がん対策推進条

例」の運用状況の確認と検証を行うため、開催したものであります。 

初めに、「岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例」の検証を行います。 

執行部職員の出席については、条例を担当する部局を中心に出席いただいておりますので、あらかじめ御了

承願います。 

なお、質疑・意見等は、各条例の説明終了後にお願いいたします。 

それでは、「岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例」の運用状況について、執行部の説明をお願いします。 

 

（執行部 挨拶） 

（執行部 土井健康福祉部次長 説明） 

 

○足立勝利委員長 

ただいまの説明に対し、質疑・意見等はありませんか。 

◯布俣正也委員 

  ８ページの上段の表ですけれども、希望する学校等に対するフッ化物製剤の無償提供を行ったとあり、その

数だと思うんですが、平成25年度の51施設から翌年度は35施設に極端に減っているんですが、これはどうい

う理由からですか。 

◯林医療福祉連携推進課長 

  フッ化物製剤の無償提供につきましては、まずは一度、取り組みをしていただきたいということから、新た

にフッ化物洗口に取り組んでいただける学校等の施設を優先しながら、予算の範囲内での提供を行っていると

ころでございます。平成26年度の実施数が減少した理由ですけれども、希望を調査したところ、無償提供を希

望される学校等が少なかったため減少したということでございます。 

◯布俣正也委員 

  ぜひ無償提供で全施設にやっていただくべきことではないかなと思っております。 

もうひとつよろしいですか。11 ページの雇用創出状況の表に平成 25 年度までは歯科助手がありますが、平

成26年度は歯科助手の新規採用はなくなったんでしょうか。 

◯林医療福祉連携推進課長 

  平成26年度においては、歯科助手の採用はございませんでした。その理由としましては、歯科助手よりもや

はり歯科衛生士をきちんと雇用して、歯科医療現場の中で役を果たしていただきたいということで、この年は

歯科助手を採用しておりません。 

◯布俣正也委員 

  今年度も採用していないという状況は続いているんですか。 
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◯林医療福祉連携推進課長 

  はい。 

◯太田維久委員 

  10ページの第 10条の関連で、地域在宅歯科医療連携室事業の課題の部分ですけれども、上段の表にある障

がい児（者）に対する実施数と同じように要介護高齢者等に対する実施数と、この課題の最後に書いてある「具

体的施策を立案する必要がある」の具体的施策とはどのようなものを検討されていらっしゃるのでしょうか。 

◯林医療福祉連携推進課長 

  障がい者施設と要介護高齢者を大きく二つに分けさせていただくと、障がい者施設については、各施設への

提供体制を確保するために、健診事業を行っているわけでございますが、いつまでも健診事業だけに頼るもの

ではなくて、例えば、地域の歯科医師、歯科医院との連携をとっていただくことが大事であろうと考えており

ます。そういった意味では、地域の歯科医師による歯科医療の提供というものを進めていきたいと考えており

ます。それから、要介護高齢者についてですが、要介護高齢者の中で、どの程度歯科医療が必要な方がいるの

かということが実際にみえていないということがございまして、歯科医院に来ていただける方であれば、歯科

医院で調査することができるわけでございますが、来ていただけない方の状態ということですので、すべての

高齢者の方の家に行って調査をするということはできていないという背景がございます。そうした意味では、

実態をどうやって把握するかという課題があります。そのため、地域の歯科医師会、あるいはかかりつけ歯科

医をもっていただくというのが、現状を把握するという点からも有効であると考えておりますので、そういう

地域の歯科医師との連携を活発にするということが重要だと考えております。 

◯太田維久委員 

  今課長の御答弁にもありましたけれども、障がいを持っていらっしゃる方への支援というのは進んでいると

ころがあると思うんですが、要介護高齢者に対する施策というのはまだまだというところがあると思います。

ですから、意見なんですけれども、今まで条例を見ていたところでは、条例全体の中で要介護高齢者に係る部

分というのは、非常に少ない記載となっています。ところが今高齢化が進んでいる中で、歯の健康だけではな

くて、口腔ケアを含めて、誤嚥性肺炎の予防などの観点でも、高齢者に対する歯のケア・口腔ケアというのが

大変重要になっていることも考えまして、条例の中にそうした高齢者に対する施策というのをもっと厚めに書

いていく必要があると思うんです。これは意見として申し上げたいと思います。 

○足立勝利委員長 

質疑等も尽きたようですので、これをもって、質疑等を終わります。 

執行部の皆さん御苦労様でした。執行部入れ替えのため、暫時休憩します。 

 午後１時 39分    休憩 

                      午後１時 41分        再開 

○足立勝利委員長 

休憩前に引き続き、「岐阜県がん対策推進条例」の検証を行います。 

それでは、運用状況について、執行部の説明をお願いします。 

 

（執行部 土井健康福祉部次長 説明） 
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○足立勝利委員長 

ただいまの説明に対し、質疑・意見等はありませんか。 

◯平岩正光委員 

  このがん条例に対しまして、条例を作った頃と時代のギャップというものが少しありまして、例えば就労の

支援については、社労士を配置していただくなど対応をとっていただいているんですが、企業側の配慮等々あ

るいはがん教育がこれから始まっていこうとしているところでも、いかにがん教育を進めていくかという上で

も様々な関係者の課題があります。どこまでを学校が現場で教えていくのであろうかとか、あるいは小児がん

の患者に対する対応、様々な課題についてやはり条例をしっかり見直していく必要があるのではないかと思い

ます。そう思っておりましたところ、この９日にがん対策基本法の改正案が衆議院を通りまして、改正をされ

ることになりましたので、ぜひそういったことも考慮していただき、今回の改正では、がんになっても仕事や

学業を続け治療と両立できる体制を整えるというところが主眼でありますので、そういった視点も条例化して

加えていただくような形のなかで、県民の受診率が伸び悩んでいるということから、受診率の向上とか、ある

いは早期の学童、学齢の皆さんに対してのがんの情報、どこまでのところを理解していただくのかとかを含め

て、条例の見直しといったことでさらに一層のがんの受診率の向上とか、あるいはこのがん対策の体制をさら

に強固にしていただければと思います。これは私の意見です。 

◯太田維久委員 

  私も今の平岩委員の意見と同じなんですけれども、改正がん対策基本法が衆議院を通りまして、こうした改

正された法律について、多くの県内の方々に周知していただきたい。特に医師会の方々、あるいはがん患者の

団体の方々、あるいは教育関係の方々、そうした関係が出てくる方々の御意見を議会の中でも何らかの形で反

映をしていきながら、あるいは聴取会などを含め検討していきながら、岐阜県としてのがん対策基本条例の改

正に臨むといった手続きを取ったらいかがかということを意見させていただければと思います。  

◯水野吉近委員 

  14ページの就労に関する相談会のことについて、お伺いしたいと思います。 

  県内４か所の拠点病院での社会保険労務士による相談会と書いてありますが、社会保険労務士をつけること

による何を想定してこういった相談会をやってみえるのかということを１点お伺いいたします。 

◯小山保健医療課長 

  がん拠点病院では、就労を支援するために相談会等を開催しておりまして、がんをきっかけとして休職を伴

うもの、また、入院後に外来通院等を行いまして、週に５回、６回勤務する中で週に１回は外来通院しなけれ

ばならない方も多数いらっしゃるわけでございまして、病と闘いながらも就労を継続できるという環境を提供

するためにそういった状態でも勤務いただけるように相談するということで社会保険労務士等を配置させてい

ただいているということでございます。 

◯水野吉近委員 

  ということあれば、一歩進んでハローワークと連携して、さらに転職とか、今の体の状態で勤められる新た

な職場という観点での相談というのは、動きはないんでしょうか。 

◯小山保健医療課長 
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  ハローワークとも連携いたしまして、がん等の長期療養者の方につきましては、就職支援ナビゲーターとい

った方を配置いたしまして、その職場と患者さんをコーディネートするという事業を進めているところでござ

います。 

◯水野吉近委員 

  それは具体的にどこの病院ですか。 

◯山田保健医療課保健企画監 

  岐阜大学病院が県のがん拠点病院となっておりまして、就職支援ナビゲーターの方に週１回出向いていただ

いて相談を担当していただいています。各圏域、地域の拠点病院のほうでニーズがありましたら、そこに繋ぐ

といったようなネットワークもできているところです。 

◯布俣正也委員 

  7 ページの第６条女性特有のがん対策の推進とありますが、今や男性特有のがんも同時進行で深刻な問題と

なっている状況なので、その部分も踏み込むべきではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。 

◯小山保健医療課長  

  男性特有と申しますと、一般にがんの罹患と申しまして、かかる状況でございますけれども、その統計に基

づきますと、男性の場合１位が胃、２位が大腸、３位が肺、そして４位に前立腺があがってきております。従

いまして、男性に限定されるのであれば、前立腺がん対策等があげられると考えられますけれども、前立腺が

ん対策につきましては、10年ほど前からＰＳＡ検診ということで、市町村において検診事業に盛り込むなどの

対応ができております。御指摘いただいたとおり、性差によって、いろいろながんがございますので、性差及

び年代等に着目しながら今後も対策を進めていきたいと考えております。 

◯山田優委員 

  15ページの第 14条の主な取り組みで、事業所におけるがん対策の実態把握なんですけれども、県立の看護

大学との共同研究ということでやっておられますけれども、これは今年度だいたいどれくらいの時期に結果が

出ますか。あと、県内中小企業のどれくらいの規模でやっていらっしゃいますか。 

◯小山保健医療課長 

  看護大学と協力いたしまして、2,500 の事業所を対象にアンケート調査を実施しております。集計につきま

しては、現在そのアンケート回収を終えつつあるところでございまして、年度末にはその集計結果をまとめた

いと考えているところでございます。 

◯酒向薫委員 

  ３ページのがん検診の受診のところで、今いろんなところでがんで亡くなる方が多くて、若い方ですが、必

ずや検診を受けてみえなかっただとか、もっと早く見つかればとか、大変惜しい、残念なことが多いようでご

ざいます。やはり、受診率があまり上がっていないということですけれども、早期発見というところが一番大

事ですし、医療費を抑えるという点でも大事だと思っております。それから、国保が市町村から県に移管され

ますよね。そういったことを踏まえて、これから県として、現状は市町村ですが、受診率を上げるためにどの

ような対策を練ってみえますか。 

◯小山保健医療課長 

  がん検診につきましては、広く多くの方々が受診可能という検診でございますので、その間口を利用してよ
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り積極的に受診していただきたいということで市町村がん検診の啓発チラシを私どもで作成いたしまして、農

業フェスティバルをはじめ各種事業におきまして、広く県民の皆様方にそういったチラシを配布しているとこ

ろでございます。また、市町村が積極的に推進していく必要があるという認識を持っておりますので、がん検

診従事者研修会といった研修会をやっている中で、市町村のモデル的な取り組み等をその場で示しまして他の

市町村にも同様の事業をやってみないかといった意識啓発などを行っているところでございます。あわせまし

て、現在本県では、がん検診受診率向上に向けた包括協定を締結した企業さんもいらっしゃいますので、その

顧客の方々、おおむね20万人いると推定しておりますけれども、これらの企業に御協力いただきましてがん検

診の受診に関する啓発を行っていきたいと考えております。 

◯酒向薫委員 

  先ほど言いましたように国保の財政が市町村から県に移ると、保険料の徴収とか医療費の支払いはこれまで

どおり市町村だと聞いておりますが、県が主体になってくるわけですから、やはり今以上に踏み込んだ受診の

啓発をすることになってくるんですが、その対策は考えていますか。 

◯小山保健医療課長 

  現在、厚生労働省のほうで、その対応につきまして検討を行っておりますので、国の動向を見まして私たち

も対応させていただきたいと考えております。 

◯平岩正光委員 

  さきほど意見を申し上げたんですけれども、国も法律が成立したばかりでありますし、ただ、問題点として、

課題として私も申し上げておりますので、現時点での県の考え方、コメントがあったらお願いします。 

◯小山保健医療課長 

  現在、厚生労働省のほうでは、がん対策推進基本計画というものを作成しておりまして、また平成 27年 12

月にはがん対策加速化プランといったものを作成しているところでございます。本県におきましてもこれらを

受けまして、第２次がん対策推進計画及びアクションプランを策定しているところでございますが、現計画は

平成29年度末を終期としているため、これら国の動向を確認しつつ、次期第３次計画についてはそれらの動向

を盛り込んだものにしていきたいと考えております。 

◯加藤大博委員 

条文の最初の方に、岐阜県の特性ということがありますが、当初この条例ができた時点での岐阜県の特性が

どういうものがあったのか、また何年か運用されてその特性に何か変化があったのか、それとも新しい傾向が

何か見つかったとか、そういうことはありますか。 

◯小山保健医療課長 

  岐阜県の動向といたしましては、例えば女性の胃がんの死亡率がやや高いといったような傾向がありますの

で、現在放射線技師会等と連携しながら、その対策について検討しているところでございます。 

◯加藤大博委員 

  もう一つ、今３人に１人はがんで亡くなられるんですけれども、岐阜県でのがん患者さんはふえていると思

うんですが、若い方にふえているのか、それなりのお年になられて、生物としての限界に迫ってそのようにな

っているのか、そのあたりはどうでしょうか。 

◯小山保健医療課長 
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がんによる死亡という概念によりますと、がんの死亡者数は増加傾向にございます。 

ただし、年齢調整死亡率といいまして、その年齢状態を補正した数字につきましては、やや減少傾向にある

といったこともございます。すなわち、人口の高齢化に伴って、がんの死亡者数がふえているという認識を持

っておりますので、それらの状況を踏まえながら、高齢者のがん対策、今御指摘いただきましたように若年の

方ががんで亡くなるというのは、失われる期間が大きいものですから、それにつきましてもしっかり対策をと

っていきたいと考えております。 

◯駒田誠委員 

  オバマ大統領が2012年に、年頭教書で、アメリカのがんセンターで画期的ながんの治療法ができたと発表さ

れております。がんセンターの小林先生という方、日本人でありますけれども、近赤外線で注射を打って何分

かでがんが消えてしまうということで、300 人に定期的にやってみえるみたいなんですけれども、２、３年後

に世間に出てくるようになりますけれども、この療法についてご存知ですか。 

◯小山保健医療課長 

  勉強不足のため、私は存じ上げておりませんが、がんの治療につきましては、国立がんセンター等が示しま

す疫学的情報に基づいたがん治療指針というのが作成されているところでございますので、基本的にはそれを

根拠といたしまして、また、県内にあるがん拠点病院において行われている治療もありますので、それらに基

づいた標準的ながん治療を今後も進めていきたいと考えております。 

◯駒田誠委員 

  当面そういうことであろうかと思いますが、健康福祉部長さんへは資料をお渡ししておりますが、ぜひとも

その療法に注目をいただきたいと思っております。また、週刊ポストや週刊現代におきましても、現在のがん

療法における放射線、手術、抗がん剤につきましていろいろと課題があるということを何週もシリーズで述べ

てきておりまして、いろいろと悩むというか、迷う点も出ておりますが、自然治癒力という言葉をなかなか厚

生労働省というか、西洋医学の中では使われない。今は大分使われてきてはおりますが、自然治癒力について

はどうですか、見解は。 

◯小山保健医療課長 

  御指摘のとおり、現在ですと集学的な治療と申しまして、放射線療法、化学療法、手術療法等利用したもの

がベースとなるほかに、免疫療法といった、今御指摘のあったところが含まれるかと思いますが、そういった

他分野の療法というのも考えられつつあるわけでございまして、それらにつきましても有効性等を慎重に検討

しながら、導入を進めていきたいと考えております。 

◯駒田誠委員 

  がんも生活習慣病というか、特に食生活、食を原因とするというのもありますので、食育を含めた食につい

ての観点からもっと研究していただきたいと思っております。私のほうでも統合医療推進議員連盟を結成して

おります。ぜひとも、そういった面もがん対策のほうにお入れいただくことも重要ではないかと思っておりま

す。 

◯小山保健医療課長 

  今御指摘いただきましたことを含めまして、幅広く情報収集を行いまして、次の計画のほうに盛り込んでい

きたいと考えておりますので、貴重な御意見として承らせていただきます。 
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◯山本勝敏委員 

  今の駒田委員の御質問にも多少関連するんですが、自然治癒力、免疫力という言葉が出てきたんですけれど、

そもそもどうしてがんになるのかということはどういうふうに情報収集をされていらっしゃるのかということ

を聞きたいんですが、私医学は苦手なんですけれど、聞くところによりますと、人間の体は、100 兆個くらい

細胞があって、１日そのうちの１兆個くらいが毎日生まれ変わっていると、その１兆個のうちときどき細胞が

作り間違えたものががんだということで、だいたいどの人間も、１日に５千個から１万個くらい体の中にがん

細胞が生まれていると、その生まれたがん細胞を免疫力によって殺しているから、がんにならない、免疫力が

低下して、がん細胞がそのまま生き残るとそれが増殖していってがんになるというようなこともお聞きするわ

けですね。免疫力が低下するというのは、ひとつには年を取る、加齢もあるでしょうし、ストレスもあって免

疫力が低下するというような話も聞いたことがあるんですが、そういう理解でいいですか。もし、そういう理

解であるならば、今駒田委員が、食事の療法とか、統合医療のことおっしゃられたんですけれども、そういう

のを総合的に考えてみて、統合医療というのは僕は正しいかなと思っているんですけれど、県の皆さんとして

は、がんになる原因は何なのか、どういった捉え方をしてみえるのか。 

◯小山保健医療課長 

  現在、国におきましては、先のがん対策推進基本計画におきまして、「がん研究10か年戦略」というものが

設けられておりまして、現在国において積極的にがんに関する治療のほか、今おっしゃったような原因、その

他成因等の検討がなされているところでございます。がんになる可能性のあるものとしましては、きわめて多

様な因子があるものですから、ここにおいて、これですと申し上げることが非常に難しいわけでございますけ

れども、例えば明らかなリスク因子としましては、たばことかそういったものもございますし、また、先ほど

御指摘いただきました食事としましては、焦げたものとか等々といったような指摘もあるところでございます

ので、統計学的に、疫学的にと申しておりますけれども、そういったものが順次、多くの科学者によって研究

されていくと思いますので、それらの情報に基づきまして、有効な予防方法等につきまして県民の方々に積極

的な情報提供を行っていきたいと考えております。 

◯若井敦子委員 

  1 点だけお伺いさせていただきます。先の定例会におきまして、検診受診率を上げるための質問をさせてい

ただきましたところ、休日の検診をしやすくする、あとは、勤務後の検診をしやすくするというような御答弁

をいただきましたけれども、その後の取り組みについてお伺いさせていただけますでしょうか。 

◯小山保健医療課長 

  答弁をさせていただきました後に市町村のほうにお話を申し上げまして、来年度以降実施できないものかと

いうことで依頼をしたところでございます。 

◯尾藤義昭委員 

  さっきの小林教授のお話は、とても夢のある話なので、役所のもっともらしい答えをされるのも大事ですけ

れど、雑学としてもっと勉強していただいて、いろいろ将来的にこういった夢もあるんだから、酒向委員がお

っしゃたように、とにかく早期発見、早期治療というのが大事だというふうに結んでいってもらわないとね。

がんセンターの話で、こういうふうで、私どもそれを参考に、というのもいいけど、部長に資料を渡したとお

っしゃるんでよくみんなで勉強していただけないか。 
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◯尾藤健康福祉部長 

  駒田委員から資料をいただいておりまして、幹部では共有していたんですけれども、一部共有が不十分でご

ざいました。申し訳ありませんでした。先生方からは随時いろいろな資料等をいただいておりますので、そう

いったものも勉強させていただきまして、今後の施策に反映させていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○足立勝利委員長 

質疑等も尽きたようですので、これをもって、質疑等を終わります。 

執行部の皆さん御苦労様でした。 

本日実施しました、執行部からの説明聴取等を踏まえ、お手元に配付しました意見提出票により、現状の問

題点や課題、委員の提案する改善策等について御記入いただき、来年１月31日（火）までに議会事務局へ御提

出いただきますようお願いいたします。 

これをもって委員会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 
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